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第 ５ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２４年５月２１日（月）午前１０時００分 

 

場      所  津市河芸庁舎 ３階防災本部室 

 

出 席 部 会 委 員  2野田
の だ

 久
ひさ

忠
ただ

・3太田
お お た

 義
よし

政
まさ

・5赤塚
あかつか

  薫
かおる

・6青木
あ お き

 正司
しょうじ

 

7伊藤
い と う

 征一
せいいち

・9奥山
おくやま

 正夫
ま さ お

・11後藤
ご と う

  勝
かつ

・13阪
さか

  芳一
よしいち

 

17牧野
ま き の

 礼
れい

吉
きち

・18増地
ま す じ

 和久
かずひさ

・23清水
し み ず

  清
きよし

 

24中林
なかばやし

 長一
ちょういち

・41西口
にしぐち

 正國
まさくに

 

以上１３名 

 

欠 席 委 員  4 眞
ま

弓
ゆみ

 純一
すみかず

・47 田中
た な か

 千福
かずよし

・14 清水
し み ず

 文
ぶん

兵衛
べ え

・19村
むら

治
じ

 隆史
た か し

 

 

出席部会員外委員  会長 野田 悟 

 

議      長  第１農地部会長 伊藤 征一 

 

事 務 局 職 員  飯田事務局長・草深次長・竹田主事 

 

総 合 支 所  河芸：服部主査 美里：谷川主査 安濃：紀平主査 

 

          芸濃：後藤副主幹 香良洲：東山主査 

 

議 事 録 署 名 者  6 青木
あ お き

 正司
しょうじ

・41西口
にしぐち

 正國
まさくに

 

 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 
 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有権移 

       転） 

 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・賃貸借権） 

 議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・所 

       有権移転） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・賃 

       貸借権） 

 議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・使 

       用貸借） 

 議案第７号 非農地証明願について 

 議案第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に 
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       ついて（別冊） 

 

議   事   の   大   要 

 

議  長    それでは、第５回第１農地部会を開会させていただきます。 

欠席委員が４名、眞弓さん、村治さん、田中さん、清水さんでございます。 

それでは、議事録署名者を私のほうから指名をさせていただきます。 

       青木正司さん、西口正國さん、よろしくお願いいたします。 

それから、１３名出席でございますので、本会は成立とさせていただきま

す。よろしくお願いをいたします。 

       それでは、事務局の報告案件。 

 

事務局    議案書の１ページをお願いいたします。 

      報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。 

       番号１、地区 櫛形、受人     、貸し人     、申請地 産品池

ノ尻   番、台帳地目・現況地目とも田、面積２，６４８㎡。 

       これにつきましては、農用地利用権設定を、貸し人、借り人の双方の合意に

基づき解約をいたしたものであります。 

       ほかの２番から５番についても、同じく利用権設定を合意解約したものであ

ります。 

       以上、件数は５件で１８，７４８㎡、その内容は田であります。 

       ３ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

       これらにつきましては、相続により取得した農地の届出でございます。件数

は３件、合計面積は８，５９０㎡で、その内訳は、田が６，３９２㎡、畑が

２，１９８㎡でございます。いずれの案件もあっせん等の希望はございませ

ん。 

       ５ページをお願いいたします。 

       報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござい

ます。 

       番号１、地区 白塚、 届出者     、届出地 白塚町白山   番、

台帳地目・現況地目とも畑、面積８１２㎡。 

       これにつきましては、７９７㎡は共同住宅建設用地として利用し、１５㎡は

道路を拡幅し市へ寄附しようとするものでございます。 

       番号２、地区 白塚、届出者     、届出地 白塚町白山   番  

台帳地目・現況地目とも畑、面積１２５㎡のうち４．３１㎡。 

       これにつきましては、道路の拡幅により市へ寄附しようとするものでござい

ます。 

       番号３、地区 橋北、届出者     、届出地 江戸橋３丁目   番 

台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積２６４㎡。 

       これにつきましては、隣接する宅地との一体利用で、建築面積は２６５．０

４㎡の木造２階建て長屋住宅２棟を建築しようとするものです。昭和６２年１

０月より駐車場として利用しておりまして、始末書の提出がありますので、追

認しようとするものでございます。 
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       番号４、地区 橋南、届出者     、届出地 津興松村   番 台帳

地目 畑、現況地目 宅地、面積１８㎡。 

       これにつきましては、５０年以上前から隣接する宅地と一体利用されてきた

もので、現在は車庫として利用しております。始末書の提出がありますので追

認しようとするものでございます。 

       以上、件数は４件で、１，０９８㎡、内容は畑でございます。 

       ６ページをお願いいたします。 

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

       番号１、地区 橋北、受人     、渡人     、届出地     

島崎町   番、台帳地目 田、現況地目 畑、面積５５㎡。 

       これにつきましては、受人は共有名義で所有している渡人より届出地を譲り

受け、届出地の西隣にある自宅敷地と一体利用しようとするものでございま

す。 

       番号２、地区 橋北 受人     、渡人     、届出地     

島崎町   番 台帳地目 田、現況地目 畑、面積８０８㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より届出地を譲り受け、１３台分の貸駐車

場を造成しようとするものでございます。 

       番号３、地区 敬和、受人     、渡人     、届出地 中河原西

興   番 台帳地目・現況地目とも畑、面積２０１㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より届出地を譲り受け、届出地の東隣にあ

る自社駐車場と一体利用しようとするものです。 

       番号４、地区 藤水、受人     、渡人     、届出地     

垂水西浦   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積５３８㎡外６筆で計２，

５９１㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より届出地を譲り受け、隣接地と一体利用

し、１区画平均２１９㎡の分譲住宅１３区画を造成しようとするものです。 

       番号５、地区 藤水、受人     、渡人     、届出地     

垂水門田   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積４．２１㎡外２筆で計

１，１６２．２１㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より届出地を譲り受け、３３区画の宅地分

譲をしようとするものです。 

       番号６、地区 藤水、受人     、渡人     、届出地     

藤方結城   番、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積６４１㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より届出地を譲り受け、宅地造成をしよう

とするものです。なお、届出地は平成１９年ごろより耕作をしておらず、草を

生やさないよう管理してきたもので、始末書の提出がありますので、追認しよ

うとするものでございます。 

       番号７、地区 藤水、受人     、渡人     、届出地     

垂水西浦   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積３．４㎡外５筆で合計

３，３９２．５㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より届出地を譲り受け、宅地分譲をしよう

とするものです。その内容は、宅地２０区画及び道路と公園でございます。 

       番号８、地区 高茶屋、受人     、渡人     、届出地 高茶屋

２丁目   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積６４㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より届出地を譲り受け、隣接の宅地と一体
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利用しようとするもので、母屋への通路や既存物置を移動して利便性を高めよ

うとするものです。 

       番号９、地区 高茶屋、受人     、渡人     、届出地 高茶屋

小森町向山   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積３７５㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より届出地を譲り受け、建築面積約１４５

㎡の２階建て一般住宅を建築しようとするものです。 

       番号１０、地区 高茶屋、受人     、渡人     、届出地 高茶

屋小森町瓦ケ野   番、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積３３５㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より届出地を譲り受け、１２台分の貸し駐

車場を造成しようとするものです。なお、届出地は届出者の父が昭和３５年ご

ろに借家を建て、平成１８年に取り壊した以降、空き地になっております。始

末書の提出がありますので、追認しようとするものでございます。 

       番号１１、地区 上野、受人     、渡人     、届出地 河芸町

上野中須   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積７１㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より届出地を譲り受け、木造瓦葺２階建て

延べ床面積１３６．６２㎡の一般住宅を建築しようとするものです。 

       番号１２、地区 上野、受人     、渡人     、届出地 河芸町

上野中須   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積１４９㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より届出地を譲り受け、木造瓦葺２階建て

延べ床面積１３６．６２㎡の一般住宅を建築しようとするものです。 

       番号１３、地区 上野、 受人      渡人     、届出地 河芸

町上野中須   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積３１６㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より届出地を譲り受け、現在の住宅の敷地

として一体利用しようとするものです。 

       番号１４、地区 上野、受人     、渡人     、届出地 河芸町

上野中須   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積８５㎡外１筆で合計１７

９㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より届出地を譲り受け、現在の住宅の敷地

と一体利用しようとするものです。 

       番号１５、地区 香良洲、受人     、渡人     、届出地 香良

洲町新開地   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積２８７㎡。これにつき

ましては、受人は渡人より届出地を譲り受け、延べ床面積１２５．８５㎡の２

階建て一般住宅を建築しようとするものです。 

       以上、件数は１５件で１０，６２６．７１㎡、内訳は田が５，２４４㎡、畑

が５，３８２．７１㎡でございます。 

       ８ページをお願いします。 

       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借）についてでございます。 

       番号１、地区 一身田、借り人     、貸し人     、届出地 一

身田平野護摩田   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積９２㎡。 

       これにつきましては、借り人は貸し人より届出地を使用貸借し、木造トタン

葺２階建て延べ床面積５０．５１㎡の一般住宅を建築しようとするものです。 

       以上、件数は１件で９２㎡、その内容は畑でございます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい。ありがとうございました。事務局の説明があったとおりでございます
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ので、報告案件についてよろしくお願いいたします。 

      それでは、議案事項に入ります。 

       議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）、事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局    ９ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 高野尾、受人     、面積１１，０４２㎡ 渡人   

  、面積 ４，４３７㎡、申請地 高野尾町下り町   番、台帳地目・現

況地目とも田、面積１，５７６㎡でございます。 

       これにつきましては、受人は高齢で労働力不足の渡人より申請地を譲り受

け、営農を拡大しようとするものです。 

       番号２、地区 黒田、受人     、面積１９，２０９．１２㎡、   

渡人     、面積 １２，０４９㎡、申請地 河芸町三行橡本   番、

台帳地目・現況地目とも田、面積１，６２９㎡、外５筆で合計３，４２８㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より申請地を譲り受け、営農を拡大しよう

とするものでございます。 

       番号３、地区 椋本、受人     、面積１５，１２８㎡、渡人    

 、面積 ８，７７９㎡、申請地 芸濃町椋本眞虫谷   番、台帳地目・現

況地目とも畑、面積６８７㎡、外７筆、合計１，９４６㎡。 

       これにつきましては、受人が渡人より申請地を譲り受け、営農を拡大しよう

とするものでございます。 

       番号４、地区 安西、受人     、面積３７，８５６㎡、渡人    

 、面積 ８，３０５㎡、申請地芸濃町萩野前興   番、台帳地目・現況地

目とも田、面積６６４㎡、外１筆で合計２，０４６㎡。 

       これにつきましては、受人は遠方に居住し耕作が困難な渡人より申請地を譲

り受け、営農を拡大しようとするものでございます。 

       番号５、地区  村主、受人      、面積１２０，４７７㎡、     

渡人     、面積 ５７１㎡、申請地 安濃町連部日焼   番、台帳地

目・現況地目とも畑、面積２８７㎡。 

       これにつきましては、受人は高齢で病気の渡人より申請地を譲り受け、営農

拡大を図ろうとするものです。 

       番号６、地区 安濃、受人     、面積８０，４４３㎡、渡人    

 、面積１３，２２４㎡、申請地 安濃町曽根西川原   番、台帳地目・現

況地目とも田、面積６０９㎡。 

       これにつきましては、受人は高齢で労働力不足の渡人より申請地を譲り受

け、営農拡大を図ろうとするものです。 

       番号７、地区 明合、受人     、面積６４０，２０２．８３㎡、  

渡人     、面積 ５，８２１㎡、申請地 安濃町野口長岨   番、台

帳地目・現況地目とも田、面積２，１７７㎡外２筆で２，５４１㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より申請地を譲り受け、営農を拡大しよう

とするものです。 

       以上、件数は７件で１２，４３３㎡、その内訳は田が１１，１２３㎡、畑が

１，３１０㎡でございます。 

       いずれの案件も、農業をまじめに行い、農機具も保有しており、周辺の農地
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に影響もなく農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべて

を満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       事務局の説明が終わりました。地元の委員さん意見を伺います。それでは、

１番、高野尾。 

 

赤塚委員   ５番 赤塚です。今、事務局が申されましたとおり報告どおり、高齢化によ

る労働力不足ということと、また地元の農振の委員と審議いたしまして、何ら

問題ないということで、よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。２番、黒田。 

 

阪 委員   １３番、阪。この方も特に問題はないということを聞いておりますけど、こ

れからの後継者で、こうやって農業を拡大してくれるような人がまだほかにも

いないだろうかという意見がよく出ておるけど、こうやってどんどんやってく

れる人がおれば、喜んでしてもらうということで、特に問題がないということ

で。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。３番、椋本。 

 

牧野委員   １７番 牧野です。この    さんっていうのは、お父さんは亡くなられ

て息子さんもようせんということでございまして、    は自分の今持って

おる土地の隣のとこで利便もええということでございました。何ら問題はない

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ４番、安西。 

 

牧野委員   同じく１７番 牧野です。この方も息子さんも百姓されておって経営拡大と

いうことでございますので、何ら問題ないと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 

議  長   はい。５番、村主 

 

清水委員   ２３番 清水です。これ、現地確認行きまして、    は大変担い手で今

頑張ってもらっておりますので、何も問題ないと思いますので、よろしくお願

いします。 

 

議  長   ６番、安濃 

 

中林委員   ２４番 中林。６番安濃でございますが、この    さんは担い手で、非

常に農業に熱心な方でございます。何ら問題はございませんので、よろしくお

願いします。 

        

議  長   はい。７番、明合 

 



 7 

中林委員   ７番は    さん。この方も担い手農家の熱心な方でございます。理由は

ただいまの説明のとおりでございまして、非常にまあ適当かと思います。よろ

しくご承認のほどお願いいたします。 

 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さんいかがでご

ざいましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第１号について許可することに決定をいた

します。 

       次に、議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員

会許可・賃貸借）、事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局    １１ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・賃貸借権）でございます。 

       番号１、地区 椋本、借り人     、面積 ０㎡、貸し人     、

面積 ３８，０４１㎡、申請地 芸濃町椋本東冨家   番、台帳地目・現況

地目とも畑、面積７，８６１㎡のうち５，０００㎡。 

       これにつきましては、借り人は貸し人より申請地を賃貸借し、トマトの温室

栽培で農業に新規参入しようとするものです。 

       以上、件数は１件で５，０００㎡、その内容は畑でございます。農地法第３

条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えま

す。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。地元委員さ

んの意見を伺います。 

       それでは１番、椋本。 

 

牧野委員   １７番 牧野です。これ現在、この    さん、今もう、この隣接すると

ころで本格的に大きなハウスでミニトマトを作ってみえまして、そこへ新しく

新規参入したいということで、そこのまだ残っておる土地へまたハウスを建て

てトマトを作りたいということでございまして、現地も確認いたしましたけ

ど、何ら問題はないと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 

議  長   はい。地元委員さんからは、異議のない旨の発言がございました。皆さんい

かがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第２号につ

いて許可することに決定をいたします。 

       次に、議案第３号、農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農



 8 

業委員会許可）。事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局    １２ページをお願いします。 

       議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。 

番号１、 地区  椋本、申請者      、申請地  芸濃町椋本      

東豊久野   番、台帳地目 田、現況地目 畑、面積７８６㎡。 

       これにつきましては、申請者は建築面積２２１．９８㎡の４軒分の長屋住宅

を建築しようとするものでございます。農地区分は第２種農地と判断されま

す。 

       以上、件数は１件で７８６㎡、その内容は田でございます。農地法第４条第

２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。地元委員さ

んの意見を伺います。 

       １番、椋本。 

 

牧野委員   １７番 牧野です。この今申請の上がっておる土地の東側は集合住宅という

かアパートが建っておりまして、それの西側の隣接するところへ長屋住宅を建

てる。もう現在その周辺は集落排水といいますか、下水道も完備されておりま

して、近隣に何の迷惑もかけるということもないと思いますので、ひとつよろ

しくお願いをいたします。 

 

議  長   はい。地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さんいか

がでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第３号につ

いて許可をすることに決定をいたします。 

       次に、議案第４号、農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・所有権移転）、事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局    １３ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 黒田、受人     、渡人     、申請地 河芸町高

佐宇志呂   番、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積９８㎡。 

       これにつきましては、中勢用水水路の設置に伴う道路拡張により段差が２メ

ートルほどでき、農業機械が入らなくなったため、平成５年に植林してしまっ

たものです。始末書の提出がありますので、追認しようとするものでございま

す。農地区分は第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 椋本、受人     、渡人     、申請地 芸濃町椋

本眞虫谷   番、台帳地目・現況地目とも田、面積１，２５０㎡。 

       受人は渡人より申請地を譲り受け、舗装用骨材の露天集積保管場所として利
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用しようとするものです。農地区分は第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 椋本、受人     、渡人     、申請地 芸濃町椋

本念佛田   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積１０５㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人より申請地を譲り受け、現在隣地に４台分

ある駐車場が狭いので、申請地を利用し２台分を増やそうとするものです。農

地区分は第２種農地と判断されます。 

      番号４、地区 椋本、受人     、渡人     、申請地 芸濃町椋本

眞虫谷   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積６０㎡、外１筆で合計１４

４㎡。 

       これにつきましては、受人は現在市外でアパート住まいをしておりますが、

渡人より申請地を譲り受け、木造平屋建て１０１．８５㎡の一般住宅を建築し

ようとするものです。農地区分は第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は４件で１，５９７㎡、その内訳は田が１，２５０㎡、畑が３４

７㎡でございます。いずれの案件も農地法第５条第２項各号には該当しないた

め、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。それでは、地元委員さんの意見を伺いま

す。１番、黒田。 

 

阪 委員   １３番 阪。先般、私現場を見てきましたが、特に問題ないと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

議  長   ２番、椋本。３、４とお願いします。 

 

牧野委員   １７番、牧野です。この２番の案件につきましては、１４日、会長さん始

め、事務局の方に立ち会いを、ご苦労さんでございました。この    さん

というのはリサイクルの今仕事をされておりまして、その中で材料の骨材とい

うか、そういうのを置く場所が尐ないので、ここへ買い受けて資材置き場をし

たいということでございました。水路とかいろいろ端にありまして、近隣の農

地の方に承諾を得た、ということでございますので、何ら問題ないと思います

ので、ひとつよろしくお願いをいたします。 

       それから、３番、ここも車を置く駐車場が尐ないので２台分を買いたいとい

うことでございまして、ここにも何ら問題ないと思います。 

       それから、４番のこの案件は、今この周辺全部がもう建て売り住宅が建って

おりまして、１区画、現地確認に行きましたところ、更地で残っておるという

ような、台帳地目がまだ畑ということでございまして、何ら問題ないと思いま

すので、ひとつよろしくお願いをいたします。 

 

議  長   はい。実は先般、会長と委員さんと事務局の方と現地を見に行ったときに、

水路の上へ鉄板をかけて進入口を作るということでありまして、地元委員さん

は、良いではないかということで承諾はしたんやけれども、もしその骨材がそ

の水路、まだ生きておる水路でございますので、誓約書を事務局のほうでとっ

てもらいましたんで、そういうことでございますので、念には念を入れて、そ

れから地元の委員さんがうんと言った以上は、地元委員さんも責任があるの

で、ちゃんと後々面倒を見てもらえるようにお願いいたします。 
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       そういうことでございます。地元委員さんからは異議のない旨の発言がござ

いました。皆さんいかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第４号については許可することに決定をい

たします。 

       次に、議案第５号、農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・賃貸借権）、事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局    １４ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・賃貸借権）でございます。 

       番号１、地区 椋本、借り人     、貸人     、申請地 芸濃町

椋本東豊久野   番、台帳地目・現況地目とも田、面積１，４２１㎡、外１

１筆で合計７，８４８．２４㎡。 

       これにつきましては、借り人は貸し人より申請地を賃貸借し、スーパーマー

ケットやドラッグストア等の複合店舗を建設しようとするものです。農地区分

は第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は１件で７，８４８．２４㎡、その内訳は田が２，０８９㎡、畑

が５，７５９．２４㎡でございます。いずれの案件も農地法第５条第２項各号

には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。地元の意見

をお願いします。 

       １番、椋本。 

 

牧野委員   １７番、牧野です。これも１４日、同じ日に立ち会いをしていただきまし

て、どうもご苦労さんでございました。ここ、    と、それから   と

いうのが進出してくるということでございます。場所は椋本の    の前と

いうことでございます。これも、もう下水もできておりますし、何ら問題ない

と思いますので、ひとつよろしくお願いをいたします。 

 

議  長   はい。地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さんいか

がでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい。それでは、異議なしと認め、議案第５号について許可することに決定

いたします。 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第５号については許可することに決定いた

します。 

       次に、議案第６号、農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・使用貸借）、事務局の説明をお願いいたします。 
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事務局    １５ページをお願いいたします。 

       議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。 

       番号１、地区 栗真、借り人     、貸し人     、申請地 栗真

小川町南浦   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積１９８㎡。 

       これにつきましては、借り人は子どもの成長により居宅が手狭になってきた

ため、貸し人より申請地を使用貸借し、平成２２年７月に一般個人住宅を建築

してしまったものです。始末書の提出がありますので、追認しようとするもの

でございます。農地区分は第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 大里、借り人     、貸し人     、申請地 大里

窪田町花村   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積４９５㎡。 

       これにつきましては、借り人は貸し人より申請地を使用貸借し、建築面積１

１３．１５㎡の分家住宅を新築しようとするものです。農地区分は第２種農地

と判断されます。 

       番号３、地区 上野、借り人     、貸し人     、申請地 河芸

町上野上ノ垣内   番、台帳地目 田、現況地目 畑、面積２８１㎡。 

       これにつきましては、借り人は貸し人より申請地を使用貸借し、建築面積１

０１．５㎡の分家住宅を新築しようとするものでございます。 

       番号４、地区 村主 借り人     、貸し人     、申請地 安濃

町今徳山出   番、台帳地目、現況地目とも畑、面積６００㎡。 

       これにつきましては、借り人は市内で親と同居していますが、子どもの成長

に伴い居宅が手狭になったため、貸し人より申請地を使用貸借し、専用住宅を

建築しようとするものです。農地区分は第２種農地と判断されます。 

       番号５、地区 安西、借り人     、貸し人     、申請地 芸濃

町萩野大屋垣内    番、台帳地目・現況地目とも畑、面積６８０㎡。 

       これにつきましては、借り人は現在の住宅が狭小なため、貸し人より申請地

を使用貸借し、建築面積７６．９２㎡の農家住宅を建設しようとするもので

す。農地区分は第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は５件、２，２５４㎡、その内訳は田が２８１㎡、畑が１，９７

３㎡でございます。いずれの案件も農地法第５条第２項各号には該当しないた

め、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。地元委員さ

んの意見を伺います。 

       それでは、１番、栗真。 

 

青木委員   ６番 青木です。農振の林委員より連絡ありまして、始末書も提出されてお

り問題ないということで、よろしくお願いします。 

 

議  長   ２番。７番の伊藤でございます。これは親子でございまして、隠居用を建て

るので何ら問題なかろうと思います。排水も全部できておりますので、よろし

くお願いいたします。 

       ３番、上野。 
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阪 委員   １３番 阪。これも特に問題ないと、現場を見て確認しました。よろしくお

願いします。 

 

議  長   ４番、村主。 

 

清水委員   はい。２３番、清水です。これも１４日に確認をいたしました。これも親子

で、現地は全部集落排水が完備されておりますので、何ら問題はないと考えま

すので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ５番、安西。 

 

牧野委員   １７番 牧野です。この方も親子関係でございまして、手狭になったため家

を建てるということでございまして、何ら問題ないと思いますので、よろしく

お願いをいたします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨ございました。皆さんいかがでございまし

ょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第６号について許可をすることに決定いた

します。 

       続きまして、議案第７号、非農地証明願、事務局の説明をお願いいたしま

す。 

 

事務局    １６ページをお願いします。 

議案第７号、非農地証明願についてでございます。 

番号１、地区 大里、願出者     、申請地 大里睦合町大掛   

番、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積１，９８３㎡、外１筆で合計４，１

１１㎡。 

       これにつきましては、願出者は昭和４７年に   を建設し、徐々に拡大し

つつ現在に至っているものです。昭和６３年に国土地理院が撮影した空中写真

撮影記録証明書と隣接地の所有者による証明が添付されておりますことから、

２０年が経過していると判断されます。津市農業委員会非農地証明事務取扱要

領第３条第１項第２号の規定により建物もしくは工作物の建造等がなされてお

り、当該土地が農地以外に供され２０年以上経過している要件に該当しており

ます。 

       番号２、地区 明、願出者     、申請地 芸濃町忍田八之坪   

番、台帳地目 田、現況地目 山林、面積３３３㎡。 

       これにつきましては、願出地は傾斜地にある田でしたが、約４０年前に雨水

害により崩落した土砂が流入して田への復旧が不可能となったため、やむを得

ず当時の所有者が杉及びヒノキ約２００本を植林し、現在、木は直径２０から

３０センチに育っております。なお、傾斜地の上下には災害防止のための擁壁

が建造されているため、農機具の乗り入れができず、今後農地に復旧する見込
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みはありません。昭和６３年に国土地理院が撮影した空中写真撮影記録証明書

が添付されており、これら物件が確認されますことから、２０年が経過してい

ると判断されます。津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２

号の規定により建物もしくは工作物の、非農地で植林されており、当該土地が

農地以外に供され２０年以上経過している要件に該当しております。 

       番号３、願出者     、申請地 芸濃町忍田八之坪   番、台帳地目

 田、現況地目 山林、面積６７８㎡。 

       これにつきましては、願出地は傾斜地にある田でしたが、約４０年前に雨水

害により崩落した土砂が流入して田への復旧が不可能となったため、やむを得

ず当時の所有者が杉及びヒノキ約４００本を植林し、現在、木は直径２～３０

センチに育っております。なお、傾斜地の上下には災害防止のための擁壁が建

造されているため、農機具の乗り入れができず、今後農地に復旧する見込みは

ありません。昭和６３年に国土地理院が撮影した空中写真撮影記録証明書が添

付されており、これらの物件が確認されますことから、２０年が経過している

と判断されます。津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第３号

の規定により、植林等がされ２０年以上経過している要件に該当しておりま

す。 

       以上、件数は３件で５，１２２㎡、その内訳は田が３，１３９㎡、畑が１，

９８３㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。 

       １番、大里でございます。私です。 

       先々月やったか出てきて、証明願と添付書類がそろっておりませんので、事

務局の方から指導して、航空写真並びに隣地の  さんにその証明をもらって

てもらいました。客観的証明が出てきましたので許可するということで、よろ

しくお願いをいたします。 

議  長  それでは、２番、明。 

 

増地委員   １８番 増地です。これは    をやっている裏にありまして、もう始末

書も出ていますけども、田んぼにならないとこでございますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

議  長   はい。３番も。 

 

増地委員   一緒です。隣接地です。 

 

議  長   はい、よろしいですな。 

       地元委員さんから、説明がありましたので、よろしくお願いいたします。よ

ろしいでしょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長  それでは、異議なしと認め、議案第７号については証明することに決定いたし

ます。 

       次に、別紙でお配りしました議案第８号、農業経営基盤強化促進法第１８条
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の規定による農用地利用集積計画の決定について、事務局より説明をお願いい

たします。 

 

事務局    議案第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。 

       別冊の津市農用地利用集積計画をお願いいたします。 

       表紙を１枚めくっていただきたいと思います。 

       今月は、右下の合計欄に掲げてありますように、総合計で、１８４，０５９

㎡の集積がありました。各地区別に一番下の合計欄で説明をいたします。 

       津地区につきましては、田の賃貸借と使用貸借を合わせて８５，０２８㎡

で、畑の使用貸借が３０６㎡で、件数は２９件でございました。所有権移転は

ございませんでした。 

       河芸地区につきましては、田の賃貸借が１，１１４㎡で件数は１件でござい

ました。所有権移転はございませんでした。 

       安濃地区につきましては、田の賃貸借と使用貸借を合わせて５３，７５６㎡

で、畑の賃貸借が１４１㎡で、件数は１７件でございました。所有権移転はご

ざいませんでした。 

       芸濃地区につきましては、田の賃貸借と使用貸借を合わせて１１，６４４㎡

で、畑の賃貸借が２，８４９㎡で、件数は８件でございました。所有権移転は

ございませんでした。 

       美里地区につきましては、田の賃貸借と使用貸借を合わせまして２９，２２

１㎡で、件数は１７件でございました。所有権移転はございませんでした。 

       香良洲地区につきましては今回はございませんでした。 

       以上、合計で田の集積が賃貸借と使用貸借を合わせて１８０，７６３㎡で、

畑の集積が賃貸借と使用貸借を合わせて３，２９６㎡、総合計が１８４，０５

９㎡で、７２件となっております。 

       認定農業者への集積状況は２５件で９０，２５９㎡となっており、先月に比

べ約６９．１％、件数では７５．８％となっております。 

       なお、内訳は計画の概要のとおりでございます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。皆さんいか

がでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。それでは、議案第８号、農業経営基盤強化促

進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定については適正であると

認め、市長に進達することにいたします。 

 それでは、本日、本会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしまし

た。 

以上で第５回第１農地部会を終了いたします。 
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                             午前１０時５５分 

 

上記は、第５回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成２４年５月２１日 

 

 

                       議  長              

 

                       出席委員              

 

                      出席委員              


